
【専攻科】

（対象生徒１人あたり年額）

※２ページ「高校生等本人の国籍・在留資格等の要件について」を確認してください。

・在留資格が、「定住者」「家族滞在」のうち、「高校生等本人の国籍・在留資格等の要件について」の

※１・※２以外の場合は、世帯区分④～⑥での申請が可能です。

・在留資格が、「留学生等」の場合、新入生（令和 8年度入学）は対象外になります。

在校生（令和７年度以前に入学）については世帯区分④～⑥での申請が可能です。

・高等学校等専攻科に在学する生徒については、通算２回を上限に受給できます。

・世帯年収額はあくまでも目安です。判定は両親等（主たる生計維持者２名、ひとり親の場合は

１名）の所得割の合計金額となります。

給付金の支給額等について

世帯区分 国公立 私 立

① 国籍が日本等※で保護者等全員の道

府県民税所得割及び市町村民税所

得割が非課税である世帯

50,500 円 52,100 円

② 国籍が日本等※で保護者等全員の道

府県民税所得割及び市町村民税所

得割の合計が105,500円未満であ

る世帯（世帯年収２７０～３８０万

円相当）（①を除く。）

16,830 円 17,370 円

③ 国籍が日本等※で保護者等全員の道

府県民税所得割及び市町村民税所

得割の 合計 が 105,500 円 以 上

264,500円未満かつ扶養する子が3

人以上いる世帯（世帯年収３８０～

６００万円相当）

12,630 円 13,030 円

④ 国籍が日本等※以外で保護者等全員

の道府県民税所得割及び市町村民

税所得割が非課税である世帯

50,500 円 52,100 円

⑤ 国籍が日本等※以外で保護者等全員

の道府県民税所得割及び市町村民

税所得割の合計が105,500円未満

である世帯

10,100 円 10,420 円

⑥ 国籍が日本等※以外で保護者等全員

の道府県民税所得割及び市町村民

税所得割の合計が105,500円以上

264,500円未満かつ扶養する子が3

人以上いる世帯

10,100 円 10,420 円
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■高校生等本人の国籍・在留資格等の要件について

◎国籍が日本等

・日本国籍を有する者

・特別永住者

・永住者等（日本人の配偶者・子・特別養子、特別永住者・永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子）

・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 ※1

・家族滞在者のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労

して定着する意思があると認められた者 ※2

◎国籍が日本等以外

・定住者のうち ※１以外の者

・家族滞在者のうち ※２以外の者

・留学生等（外交、公用、文化活動、留学、研修、特定活動等の在留資格により在留する者）

※令和８年度新入生の留学生は、奨学給付金の支給対象外です。
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